
　東栄町では昨年度事前調査を行い、今年度の変更を目指して手続きを行っています。
　調査結果を参考に今回の見直しではこれまでの計画を踏襲しながら、現状に合うような内容へと変更
を行います。また、守るべき農地である農用地への指定については新たな指定は行わず、現状の農用地
の中から農地としての機能が低い農地を除外する予定です。
　全体見直しは令和６年３月中旬ごろに完了する予定です。

８広報とうえい 2024.３

高齢者への虐待を見かけたら！！
　平成18年４月の「高齢者虐待の防止、
高齢者の養護者に対する支援等に関する法
律」の施行に伴い、高齢者虐待に気づいた
人は市町村への通報が努力義務となりまし
た。また、その高齢者の生命・身体に重大
な危険が生じている場合には市町村への通
報が義務化されています。
　虐待が疑われる事例がありましたら、積
極的にお知らせください。相談内容や情報
源の秘密は守られ、また、通報が虐待でな
かったとしても、善意の情報提供者の責任
が問われることはあ
りません。

農業振興地域整備計画の全体見直しを行っています

　優良な農地を保全するとともに、農業振興のための各種施策を計画的に実施す
るため市町村が定める総合的な農業振興の計画です。

問合せ先▶経済課　☎76‒1812

○高齢者虐待の具体例

問合せ先▶東栄町高齢者虐待防止担当窓口　　　　　　　
　　　　　東栄町地域包括支援センター　☎76‒1740・東栄保健福祉センター福祉課　☎76‒1815
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具体的な例

・叩く、つねる等の暴行を加える
・ベッドに縛りつけたり、意図的に薬を過剰に服
用させる、身体拘束する

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない
・本人の不動産、年金、預貯金等を本人の意思、
利益に反して利用する

・空腹、脱水、栄養失調状態のままにする
・室内のゴミを放置するなど、劣悪な環境で生活
をさせる

・懲罰的に下半身を裸にして放置する

・排泄の失敗等を嘲笑する、それを人前で話すな
どにより恥をかかせる

・子ども扱いをする、怒鳴る、悪口を言う、意図
的に無視をする

農業振興地域整備計画とは？

　農用地等の面積、土地利用、農業就業人口の規模などの現状及び将来の見通しをおおむね５年ごと
に調査し、必要に応じて見直すものです。個別の見直しとは違い、総合的な観点から計画の変更を行
います。

全体見直しとは？
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